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要配慮者施設における避難訓練の実施促進（減災対策協議会）
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出典：「荒川水系（東京ブロック）流域治水協議会［第８回］及び荒川水系（東京都）大規模氾濫に関する減災
対策協議会（第１1回）」『「要配慮者等利用施設の避難訓練実施促進」に関する取組（資料5）』 より

再掲



アンケート調査（令和6年12月～令和7年1月）結果
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出典：「荒川水系（東京ブロック）流域治水協議会［第８回］及び荒川水系（東京都）大規模氾濫に関する減災対策協議会（第１1回）」『「要
配慮者等利用施設の避難訓練実施促進」に関する取組（資料5）』 より

再掲



要配慮者利用施設向けパンフレットの作成・公表

 課題と支援方策について要配慮者利用
施設に対して周知するために、スライド資
料としてとりまとめた。（R8.1.16公表）

 調査で確認された課題を解決に向けて参
考となる事例を紹介しています。

 自治体の皆さまには、HP・会議・メール・

広報紙などの周知方法をご活用いただき
、継続的な情報発信へのご協力をお願い
します。
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（内容抜粋）

（表紙）



【今後の取組方針】

1. 福祉施設の訓練実施促進に向けた広報資料の作成（訓練イメージ動画等）

2. 官民連携による要配慮者の避難支援方策の検討

3. 要配慮者利用施設に指定されている特別支援学校・小中学校等における水害避難促
進の支援方策検討

現状の課題と今後の取組み

【現在の検討状況】

1. 施設の訓練実施促進に向けて、より現実感のある広報資料の必要性

パンフレットで紹介している事例の多くは全国各地の事例となっているが、。荒川下流域の地域
特性を考慮したより実効性のある訓練の実施を促進するため、現実感のある訓練を実施するた
めに資料をさらに拡充することでイメージを膨らませてもらうことが期待できる。

2. 民間施設や企業等からの支援の枠組みの必要性

施設単体では、避難の課題を解決できない場合が考えられるため、民間事業者等と協力体制を
構築していくことが重要である。

3. 社会福祉施設以外の施設における課題を把握し、支援方策を検討する必要性

今回の調査では、福祉関係施設に回答が偏りがあるため、教育施設（学校や放課後児童クラブ
など）や医療施設（病院や診療所など）の声を十分に拾えなかった。
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今後の取組成果についても随時共有いたします。



支援方策案課題

•要配慮者利用施設の避難訓練に特化した各種ツールを活用した、訓練準備の効率化を促
す。

•最初から完璧を求めず､（ハードルを下げて）着手できそうな内容から始めてみることを促
す。

課題①
避難訓練をするにも人手や時間
が足りない（通常業務で忙しい、
理解・協力を得られない）

•要配慮者利用施設の避難訓練に関する各種手引きやﾏﾆｭｱﾙ､ﾂｰﾙなどが様々な機関･団
体から公開されているものを周知し､施設に合ったものを参考にしてもらう。

•避難訓練の一連の流れについて、映像でまとめている資料を周知し、参考にしてもらう。

課題②
どのように避難訓練を進めたら
よいかわからない（避難訓練に
関する手引きやツールが見つけ
られない）

•イメージ醸成に､訓練の映像資料のほか､実際に河川が氾濫する際のイメージを持つことも
重要なため、参考となる荒川氾濫をまとめた映像資料等を紹介する。

•ほかの要配慮者利用施設がどのような訓練を実施しているのかまとめている事例集を紹
介する。

課題③
水害時の避難訓練のイメージが
わかない

•自治体が指定する指定緊急避難場所や福祉避難所への避難を想定している施設は､自治
体とも相談しながら､普段から避難先や移動手段などの実効性の確認することの必要性を
周知する。

• ｢広域避難(行政区域を超える避難)」を想定している施設については、今後、東京都や広域
避難自治体が策定する「広域避難計画」等における具体化の議論が進められていることを
周知する。

課題④
災害時の避難先や移動手段に
不安がある

•いざというときに避難誘導にも協力してもらえるように、日頃から地域との関係性を構築し
ておくことの重要性を周知する。

•施設間での助け合い(避難誘導等の手の確保)という観点から、事前の「施設相互応援協
定」の締結など､いざというときに避難誘導の手を確保できる枠組みの構築を紹介する。

課題⑤
災害時に職員だけで避難誘導
するには限界がある

要配慮者利用施設の水害時避難訓練実施促進に向けた取り組み
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ヒアリング、アンケートの結果から確認できた主な課題を5つに分類し、支援方策案を整理した。


